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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日  

 

 

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                      水 産 技 術 研 究 所  管 理 部 門 長  二 階 堂  英 城  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    長 崎 庁 舎 エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 業 務  一 式  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 間    自 ） 令 和  ７ 年  ４ 月  １ 日  

                至 ） 令 和 １ ０ 年  ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 履 行 場 所    長 崎 県 長 崎 市 多 以 良 町 １ ５ ５ １ ― ８  

          国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  水 産 技 術 研 究 所  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁  

統 一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 ｣ の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

長 崎 県 長 崎 市 多 以 良 町 １ ５ ５ １ ― ８  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 技 術 研 究 所  

電  話  ０ ９ ５ － ８ ６ ０ － １ ６ １ ３  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ９ ５ － ８ ５ ０ － ７ ７ ６ ７  

② 郵 送 に よ る 交 付  

封 書 に 「 長 崎 庁 舎 エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 入 札 説

明 書 希 望 」 と 記 入 し 、 返 信 用 封 筒 （ 角 ２ ） に ２ ７ ０

円 切 手 を 貼 付 し 、 上 記 ① あ て 郵 送 の こ と 。  

                  ③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 長 崎 庁 舎 エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 入

札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者

名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 ２

０ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る
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こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所     令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

                 長 崎 県 長 崎 市 多 以 良 町 １ ５ ５ １ ― ８  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 水 産 技 術 研 究 所  小 会 議 室   

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の     令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日  １ ７ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否      要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法       予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札  

を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契  

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当  

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  
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（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て  

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も  

に 、 所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は  

契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一

定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い

ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



 

1 

業 務 仕 様 書 

 

 

１．件  名  長崎庁舎エレベーター保守点検業務 

 

２．業務目的   本業務は、長崎庁舎に設置しているエレベーターの円滑な運転及び安全を

確保するため、機器の遠隔監視診断、点検整備及び建築基準法（昭和 25 年法

律 201 号）に定める定期検査を行うことにより、設備の機能維持を図ること

を目的とする。 

 

３．業務場所  長崎県長崎市多以良町１５５１－８ 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 

        水産技術研究所 長崎庁舎 

 

４．業務期間  自）令和 ７年 ４月 １日 

至）令和１０年 ３月３１日 

 

５．業務内容  以下の内容に基づいて実施すること。 

（１）対象設備（三菱電機(株)製）   

   １号機 ２号機 ３号機 

用途 乗用 人荷用 乗用 

積載荷重（定員） 900kg(13 名) 1600kg(24 名) 450kg(6 名) 

速度 60m/分 45 m/分 45 m/分 

停止箇所 2 3 2 

設置場所 本館本部棟 本館研究棟 測定･標本棟 

付加装置 

1) ＭＥＬＤ 

2) ＥＥＲ－Ｐ 

3) ＦＥＲ 

4) ＡＡＮ 

1) ＭＥＬＤ 

2) ＥＥＲ－Ｐ 

3) ＦＥＲ 

4) ＡＡＮ 

1) ＭＥＬＤ 

2) ＥＥＲ－Ｐ 

3) ＦＥＲ 

4) ＡＡＮ 

   注)表中の付加装置は、下記のとおり。 

1)ＭＥＬＤ：停電時自動着床装置 

2)ＥＥＲ－Ｐ：地震時管制運転装置 

3)ＦＥＲ：火災時管制運転装置 

4)ＡＡＮ：音声合成オートアナウンス装置 

 

（２）保守点検（１・２・３号機まで適用） 

①：専門技術者による年４回の一般保守点検及び年１回の定期点検 

②：遠隔監視及び遠隔点検による診断 

 ③：建築基準法に基づく検査 

 

（３）現場点検 

   本業務では、エレベーターの点検、調整、注油及び手直し等の保守点検を行い、油脂

類、作業工具類、ビス類、ウエス類等の作業に必要となるものの一切は請負者負担とし、

その詳細は下記によること。 

    また、エレベーターが故障した際は、請負者は早急にその故障を修理するものとする。 
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①：点検は専門の知識を持ち、国土交通大臣認定の昇降機検査資格者を有する技術者を現

場へ派遣するものとし、点検・調整・注油及び補修作業を行い、その結果を書面により

報告する。 

     また、上記の作業の範囲は別表－１「点検内容」によること。 

制御機器については、メンテナンスコンピューターによる点検を行うこと。 

     なお、昇降機検査資格者の資格者証写しを提出すること。 

②：エレベーターの点検に要する別表－２「消耗部品」に係る供給と費用は請負者負担と

する。 

③：請負者は、年に１回以上本設備の総合的な機能を確認するため、検査を行うこと。 

    また、検査の結果を定期検査報告書として取りまとめ、特定行政庁に報告すること。 

 

（４）遠隔監視業務の内容（１・２・３号機に適用） 

①：エレベーター監視業務における監視対象設備及び監視項目は、次のとおりとする。 

監視対象設備 監 視 項 目 

エレベーター 

 

・閉じこめ故障 

・使用不能故障 

・着床不良 

・戸開閉不良 

・制御盤停電 

・監視装置停電 

・制御機器温度異常 

・かご内乗客との通話応答 

 

②：請負者は、遠隔監視装置を設置し、一般電話回線を使用して自動通報を行えるように

すること。なお、一般電話回線は当所と請負者間の専用とし、遠隔監視装置の発信に必

要な電話料金は、請負者の負担とする。 

③：遠隔監視装置により、かご内閉じこめ故障、使用不能故障、運転状況、かご内乗客と

の通話応答を行うこと。 

④：異常が発生した場合は、遠隔監視装置により請負者の職員が待機する監視センターへ

自動通報を行うこと。 

⑤：一般電話回線の状態を確認するため、定期的に監視センターへ自動通報を行うこと。 

⑥：監視センターでは、故障等の異常信号を２４時間監視すること。また、異常信号を受

信した場合は、出動技術者へ連絡し、速やかに対応し復旧を行うこと。 

⑦：かご内閉じこめ故障の場合は、かご内乗客からのインターホン呼出に応答すること。 

⑧：出動技術者は、異常発生に備え２４時間待機すること。 

 

（５）遠隔監視装置の取り扱い（１・２・３号機に適用） 

①：当所は、請負者の監視サービスに支障を生ずるおそれのある事態が発生した場合、又

は遠隔監視装置の故障を発見した場合は、速やかに請負者に連絡するものとする。 

②：当所は、遠隔監視装置に接続する設備・機器を常に正常に作動するよう維持管理する

ものとする。 

 

（６）監視体制 

     設備監視は、次の体制によって行うものとする。 

①：遠隔監視装置 

   ａ．監視対象設備で発生した監視項目の異常は、遠隔監視装置によって請負者の監視セ

ンターへ自動通報すること。 

    ｂ．遠隔監視装置により、通信回線等の正常な状態を確認するため、定期的に監視セン

ターへ自動通信する方式とすること。 
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②：監視センター 

    ａ．監視対象設備で発生した監視項目の異常通報を２４時間監視すること。 

   ｂ．異常通信を受信した場合、請負者の出動技術者（以下、「出動技術者」という）へ

連絡すること。 

   ｃ．エレベーターの閉じこめ故障時の場合、かご内乗客からのインターホン呼出しに応

答すること。 

 

（７）遠隔点検の内容 

  ①：遠隔点検 

毎月１回、定期的に遠隔操作にて、次のとおり点検及び診断を行うものとする。 

    

◎遠隔点検（１・２・３号機に適用） 

     当該設備が常時管理している、下記の点検内容に変調（異常に至る前の前兆）が発

生した場合、電話回線を利用し、変調、異常情報の自動通報をおこなう。 

点 検 項 目  点 検 内 容 

制 御 関 連 機 器

(機 械 室) 

 室 内 環 境  機器温度 

 制 御 盤  接触器・制御機器動作状態 

制 御 関 連 機 器

(機 械 室) 
 巻 上 機  ブレーキ動作状態 

か ご 関 連 機 器 

 か ご の 戸  戸の開閉状態・ドアスイッチ動作状態 

 か ご 操 作 盤  押ボタン動作状態 

 照 明 灯  点灯状態 

 外部連絡装置  インターホン電源電圧状態 

か ご 関 連 機 器  停 電 灯  点灯状態 

乗 場 関 連 機 器 
 乗 場 の 戸  戸の開閉状態・ドアスイッチ動作状態 

 乗場押ボタン  押ボタン動作状態 

昇降路内関連機器  安全スイッチ  動作状態 

運 転 性 能 
 

 

起動状態・加速状態・一定速走行状態・減速

状態 
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  ②：遠隔診断（１・２・３号機に適用） 

     毎月１回、エレベーターを自動運転し、次の項目の診断を行う。 

診断項目 診断内容 

運転機能診断 

運転性能診断 異常音・加減速等 

ブレーキ性能診断 静トルク・動トルク 

戸開閉診断 開閉時間・制御スイッチ動作点 

非常用動力バッテリー診断 電圧劣化 

カゴ制御機器機能診断 速度制御・フロア検出・非常停止 

外部連絡装置機能診断 インターホン音圧レベル 

積載質量検出センサー診断 最上階・最下階秤装置出力 

管制運転機能診断 

地震時管制運転機能診断 擬似信号によって各管制運転機能

を強制的に動作させ、管制運転時

のエレベーターの動作の良否を判

断する。 

火災時管制運転機能診断 

冠水時管制運転機能診断 

 

  ③：遠隔閉じ込め救出（１・３号機に適用） 

     万が一、閉じ込め故障が発生した際は、かご内インターホンで請負者の監視センタ

ー等とカゴ内乗客とが直接通話し、また、設置したカメラでエレベーター内の状況を

確認した上で可能であれば、遠隔操作により乗客を救出する。 

 

（８）緊急故障時の修理（１・２・３号機に適用） 

    請負者は、施設担当者からエレベーターが故障したとの連絡を受けるか、若しくは

遠隔監視装置からの自動通報を受信後、故障原因を見つけ出すこととし、故障場所を

確定してからできるだけ早急に修理を完了させ、定常運転を行うように復旧すること。 

 

（９）提出書類 

①：点検報告書 

②：リモート点検報告書 

③：定期検査報告書 

④：昇降機検査資格者の資格者証写し 

 

６．そ の 他  １）詳細については担当職員の指示に従うこと。 
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別表－１：点検内容 

  現場点検及び手入れを次のとおり、行うものとする。 

箇 所  機 器 名 称 

機 械 室  
室内環境・受電盤・制御盤・巻上機/巻上電動機・そらせ車・調

速機・その他 

か ご 回 り  

かご上・かご戸回り・かご上ステ－ション・インダクタ着床リレ

ー・非常止め装置・ガイドシュー・給油器・救出口・はかり装置

・その他機器 

昇 降 路  

昇降路・リミットスイッチ/位置スイッチ・配管/配線/継ぎ箱・

ガイドレール・つり合いおもり・ロープ・着床スイッチプレート

・移動ケーブル・乗場戸回り・その他機器 

ピ ッ ト  ピット・緩衝器・張り車・つり合い車 

か ご 室 乗 場  
かご・意匠/照明・かご内操作盤・乗場インジケーター/乗場押ボ

タン・外部連絡装置・その他 

付 加 装 置  
地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転装置 

機械警備時フロアカット化運転装置 

 

別表－２：消耗部品 

業務に必要な消耗部品 

消 耗 部 品 

可動/固定コンタクト・ヒューズ・Ｖ型抵抗管※１・ベルト・灯芯・ドアシュー(戸の脚) 

・照明用ランプ/グローランプ・インジケータ用ランプ・操作盤/乗場押ボタン用ランプ 

・停電灯用ランプ・点検用オイル/グリス類※２・ウエス/サンドペーパー・ビス/ナット/ 

ワッシャー 

  ※１ リボン型抵抗管は含まない。 

  ※２ 巻上機ギアオイルは含まない。 
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